
別記第８号様式（第７条関係） 

 

墓 地 返 還 届 

 

    年  月  日 

   下松市長 様 

 

申請者（使用者） 郵便番号                 

住  所                 

 ふりがな                 

氏  名                 

電  話                 

 

  下松市墓地条例施行規則第７条の規定により、次のとおり墓地を返還し

ます。 

今後、使用権一切について異議の申立てはいたしません。 

 墓 地 名 

□旗岡第１墓地  □旗岡第２墓地 

□宮原第１墓地  □宮原第２墓地  □宮原第３墓地 

□切山墓苑    □切山墓地    

□茄子ケ浴墓地  □御屋敷山墓地 

 □大谷第１墓地  □大谷第２墓地 

 □花岡墓地    □恋路墓地    

使 用 位 置  使 用 面 積  ㎡ 

理 由 □移 転  □墓じまい 

添 付 書 類 □墓地使用許可証 

 

※市記入欄 

□撤去確認（  年  月  日） □台帳入力（  年  月  日） 

 

 


